
白内障の手術歴がある方の診断書記載時の留意点

眼内レンズ挿入者は「８ 水晶体混濁による視機能障
害」として扱います。
（過去に白内障の手術を受けたことが確認できる者
（眼内レンズ挿入者）は、水晶体混濁による視機能障
害にかかっている者とみなします。）

眼内レンズ挿入の理由が、原子爆弾の放射能の影響
によるものでないことが明らかである場合のみ記載し
てください。
（健康管理手当用診断書を流用した場合に限ります。）

例）眼内レンズ挿入（手術年月日）


